


はじめに

けがをしたとき、病気がわかったとき、

患者さんやご家族には様々な心配が出てくると思います。

患者さんの病気やお身体のことはもちろん、

これからの生活のこと、仕事のこと、家族のこと、

気にかかることはたくさんあるかもしれません。

この小冊子は、医療費の負担を軽くする制度をはじめ、

療養生活を支える制度について、ご紹介しています。

この小冊子でご案内した制度の他にも

相談したいことや知りたい情報がありましたら

ソーシャルワーカーまでお気軽にお声掛けください。



＊お子さんが医療を受けるとき＊
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1）小児慢性特定疾患医療給付制度について
＊この制度を使うと何が変わるの？＊
　国が指定した慢性疾患（＜表 2＞参照）の医療にかかる費用の助成
を受けられます。負担する金額は、収入及び本人の状態に応じて異なり
ます。
※在宅で療養する場合には、吸引器や車椅子などの日常生活用具の購
入の助成を受けられる場合があります。対象疾患等、詳細は市町村
の障害福祉担当へお問い合わせ下さい。

＊対象となる方＊
　小児慢性特定疾患の対象疾患（＜表 2＞参照）にかかっている 18歳
未満の児童。
※ただし、18歳未満で認定を受け、引き続き治療が必要と認められ
る方の場合は 20歳まで延長することができます。

＊対象となる医療＊
　指定医療機関（薬局・訪問看護ステーションを含む）における対象疾
病に関する医療です。当院は指定医療機関となっております。

＊申請窓口＊
住所地の保健所が窓口です。
※保健所に申請書類を提出した日から有効となり、過去に発生した医
療費の負担分に対する支給はできません。お早めに申請してください。

＊申請の際に必要なもの＊
　①申請書
　②同意書
　③小児慢性特定疾病医療意見書
　④世帯全員の住民票
　⑤健康保険証のコピーまたは生活保護受給者証
　⑥収入、市町村民税を確認するための書類

※症状によっては、「重症患者認定」を受けられる可能性があります。
対象となるかは、担当医へご確認ください。
※書類の詳しい内容については保健所またはソーシャルワーカーへご

確認ください。埼玉県庁や小児慢性特定疾病情報センターのホーム
ページでもご確認いただけます。
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＊認定を受けたら＊
　「小児慢性特定疾患医療受給者証」「自己負担上限月額管理票」が発行
されます。下記の窓口へ提示してください。
　・入院の場合…入退院ラウンジへ
　・外来の場合…各センター外来受付へ
※「自己負担上限月額管理票」は、会計ごとに上記窓口へ提出してく
ださい。

＊この制度に該当する病名について＊
　児童の慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾病をさしており、現在
16疾患群（788疾病）がその対象として国に認定されています。それ
ぞれの疾患ごとに対象基準があります。詳しくは小児慢性特定疾病情報
センターのホームページにてご確認ください。

〈表 2〉
対象疾患群 疾患の例示

１．悪性新生物群 骨肉腫、神経芽腫、白血病
２．慢性腎疾患 ネフローゼ症候群、IgA腎症
３．慢性呼吸器疾患 気管支喘息・慢性肺疾患
４．慢性心疾患 川崎病性冠動脈瘤、無脾症候群、単心室症
５．内分泌疾患 成長ホルモン不応性症候群、下垂体機能低下症、バセトウ病
６．膠原病 結節性多発血管炎、強皮症
７．糖尿病 １型糖尿病、２型糖尿病
８．先天性代謝異常 家族性高コレステロール血症、副腎白質ジストロフィー
９．血液疾患 免疫性血小板減少性紫斑病、再生不良性貧血、血友病A、血友病B
10．免疫疾患 周期性好中球減少症、慢性活動性 EBウイルス感染症
11．神経・筋疾患 重症筋無力症、結節性硬化症、点頭てんかん
12.慢性消化器疾患 潰瘍性大腸炎、クローン病、胆道閉鎖症

13.染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 18トリソミー症候群、13トリソミー症候群、ダウン症候群

14.皮膚疾患群 色素性乾皮症、表皮水疱症
15.骨系統疾患 胸郭不全症候群、骨形成不全症
16.脈管系疾患 脈管奇形、遺伝性出血性末梢血管拡張症
○成長ホルモン治療

（2023 年 4月 1日現在）
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2）自立支援医療（育成医療）について
　身体に障がいのある児童が手術などによって障害を軽くしたり、取り
除いたりする場合に、そのためにかかる医療費の負担を軽くする制度です。

＊この制度を使うと何が変わるの？＊
　対象となる障がいの治療にかかった医療費は 1割負担になります。
また、収入によって 1ヶ月あたりの自己負担限度額が決められています。
※申請して認められた疾患以外の治療費や差額ベッド代・食事代などは
含まれません。

＊対象となる方＊
　下記の条件にすべて該当する方が対象となります。
① 18歳未満の障がいをもつ方
②現在障がいがあるか、かかえている疾患の治療をしないと、将来ある
程度の障がいが残ると医師に認められている方
③手術などの外科的な治療により障がいの軽減や改善が認められる方
※対象となる主な障害はP11をご参照ください。
※一定以上の所得がある方は、対象外となることがあります。
※予定されている治療に当制度が利用できるかどうかは担当医にご確
認ください。

＊申請窓口＊
　お住まいの市町村役場にある障害福祉担当課が窓口です。
　この制度を利用するためには事前の申請が必要です。手術日や入院日
が決定したら、お早めに申請してください。

＊申請の際に必要なもの＊
①申請書　　　　

申請窓口で受け取り、患者さん・ご家族が記入するもの
②世帯調書
③医師の意見書　…申請窓口で受け取り、医師が記入するもの
④健康保険証　　　　　　　　①～③の書類と一緒に
⑤収入を確認できる資料　　　申請時に持っていくもの
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3）子ども医療費支給制度について
―全てのお子さんが必要な医療を受けやすくするために―

＊この制度を使うと何が変わるの？＊
　健康保険を使用した際の自己負担金の窓口支払いが軽減される、もし
くは後で戻ってきます。ただし、保険外の治療をした場合や個室代など
は、制度の対象外になります。
※各自治体により助成内容などが異なるので、確認が必要です。

＊対象となる方＊
　埼玉県では、0歳～ 15歳年度末（義務教育終了）までのお子さん
※対象を 18歳年度末まで拡大している市町村もあります。市町村担当
課でご確認ください。

＊申請窓口＊
　市区町村役場の児童福祉担当課です。制度を利用するためには、あら
かじめ資格登録申請が必要になります。申請が認められると「医療費受
給資格証」が渡されます。お住まいの市区町村内の医療機関を受診する
際にご提示ください。

※当院におかかりの際はお住まいの市区町村に関わらず、いったん窓口
負担をしていただきます。その後、領収証と「医療費受給資格証」を
お持ちの上、市区町村役場の児童福祉担当課へ申請してください。



この小冊子は、一部公的な補助を受けて作成しております。
埼玉医科大学国際医療センター
患者支援センター 医療福祉相談室
がん相談支援センター

2023 年 4 月 1 日






